
「所得控除」の「摘要」欄に個人住民税控除済額を
　を記載しています。　　　　　　　　　　　　　　　　

【給与からの特別徴収の場合】
　「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）」の
　　所得控除に係る摘要欄をご覧ください。


